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制定 平成２０．７．１４ 

 

 日本放送協会放送受信規約第６条第４項に定める「その他の支払方法」のうち、重度

の障害により継続振込による支払いが困難な者等が、その者の住所またはその者があら

かじめ放送局に申し出た場所で支払う方法（以下、「ふれあい収納」といいます。）の手

続き等については、この規程によるものとします。 

 

１. 適用の要件 

放送受信契約者が次の（１）から（３）の適用の要件をすべて満たす場合、ふれ

あい収納を適用します。 

（１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により要介護認定において要介

護度２以上に該当すると認められた方または重度の障害者の方*であること 

（２）口座振替、クレジットカード継続払または継続振込（以下口座振替、クレジッ

トカード継続払または継続振込を「口座振替等」といいます。）の利用が困難で

あること 

（３）同居者がいないこと、または同居者が（１）および（２）に該当する方もしく

は未成年者であること 

＊ 重度の障害者の方とは、次に該当する方をいいます。 

・身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者手帳を所

持する者のうち、障害等級が１級または２級である重度の身体障害者 

  ・所得税法（昭和４０年法律第３３号）または地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保

健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者 

  ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律１２３号）に規定す

る精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が１級である重度の精

神障害者 

 

２. 適用の申込 

ふれあい収納の適用を希望する放送受信契約者は、ふれあい収納申込書（以下、

「申込書」といいます。）に、次の事項を記入し、押印またはサインの上、ＮＨＫ

に提出していただきます。 

（要介護者の方） 

放送受信契約者の氏名、住所、申込年月日、要介護状態区分の要介護度、被保険

者番号、口座振替等の利用が困難な事由、同居者の有無、支払いを希望する曜日・

時間帯等、支払コース、住所以外の場所で放送受信料を支払う場合はその住所 

（重度の障害者の方） 

放送受信契約者の氏名、住所、申込年月日、障害の種類、障害等級、障害者手帳・

療育手帳等・精神障害者保健福祉手帳の番号、口座振替等の利用が困難な事由、

同居者の有無、支払いを希望する曜日・時間帯等、支払コース、住所以外の場所

で放送受信料を支払う場合はその住所 

 



 

３. 適用要件の確認 

（１）申込書の提出時に、要介護者の方の場合は介護保険証、重度の障害者の方の場

合は障害者手帳等により適用要件の該当について確認させていただきます。 

（２）申込書に記載された内容について、郵便物の送付や訪問・電話等により確認さ

せていただく場合があります。 

 

４. 適用の開始 

ＮＨＫは、提出された申込書に記載された内容について、すべての適用要件を満

たすことを確認した上で申込書を受理します。ふれあい収納の適用は、申込書を受

理した月の属する期の翌期から開始するものとします。（放送受信料を前払されて

いる場合は、当該前払の期間が終了する月の翌期から適用を開始します。） 

 

５. 放送受信料の収納 

 （１）ふれあい収納の適用を受けている放送受信契約者は、その住所または申込書で

指定した住所でＮＨＫの契約収納業務取扱者に放送受信料をお支払いいただき

ます。 

 （２）適用後、ご不在で放送受信料をお支払いいただけない場合等は、文書による請

求を行うことがあります。 

 

６. 適用の解除 

次の（１）から（３）のいずれかに該当する場合、ＮＨＫは適用を解除し、解除

した月の属する期の翌期以降（放送受信料を前払されている場合は、当該前払の期

間が終了する月の翌期以降）、放送受信契約者は放送受信料を口座振替等により支

払うものとします。 

（１）適用要件について該当しない事由が発生したときは、速やかにＮＨＫへ届け出

るものとし、その届け出があったとき 

（２）適用を受けている放送受信契約者から、口座振替等の申込みがあったとき 

（３）適用要件に該当しないことが判明したとき 

 

７. 適用解除後の再適用 

適用解除後、同一の放送受信契約者が、再度、適用を希望するときは、改めて申

込書を提出していただきます。 


